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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
森
山
浩
行
君
提
出
ト
ラ
ン
プ
米
国
大
統
領
の
訪
日
に
お
け
る
諸
行
事
の
経
費
負
担
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書 

一
の
１
、
３
及
び
４
並
び
に
二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
精
算
」
は
終
了
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
に
お
け
る
令
和
元
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の

ト
ラ
ン
プ
米
国
大
統
領
（
当
時
）
の
来
日
に
要
し
た
経
費
（
た
だ
し
、
要
人
の
安
全
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ

と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
四
千
二
十
二
万
八
千
三
百
五
十
円
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
訳
は
、
首
脳
会
談
、
記
者
会
見
等
の
設
営
の
た
め
の
経
費
が
千
二
百
四
十
万
二
百
二
十
二
円
、
宿
泊
の
た

め
の
経
費
が
七
百
三
十
二
万
八
千
七
十
七
円
、
車
両
の
借
上
げ
の
た
め
の
経
費
が
五
百
七
十
六
万
九
千
百
二
十
八
円
、
国
旗

等
の
手
配
の
た
め
の
経
費
が
三
百
七
十
八
万
七
千
九
百
七
十
五
円
、
写
真
撮
影
等
の
た
め
の
経
費
が
二
百
四
十
六
万
七
千
九

百
三
十
二
円
、
非
公
式
夕
食
会
に
係
る
経
費
が
二
百
六
万
三
千
八
百
八
十
円
（
う
ち
夕
食
会
場
利
用
の
た
め
の
経
費
が
百
万

九
千
八
百
円
、
目
隠
し
テ
ン
ト
設
営
の
た
め
の
経
費
が
五
十
二
万
九
千
二
百
円
、
赤
じ
ゅ
う
た
ん
敷
設
の
た
め
の
経
費
が
三

十
万
八
千
八
百
八
十
円
）
、
ゴ
ル
フ
に
係
る
経
費
が
百
三
十
六
万
二
千
八
百
円
（
う
ち
ゴ
ル
フ
場
利
用
の
た
め
の
経
費
が
九

十
九
万
九
千
円
）
、
通
訳
及
び
翻
訳
の
た
め
の
経
費
が
六
十
一
万
六
千
四
百
十
円
で
あ
る
。 



 

２ 

 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
ト
ラ
ン
プ
米
国
大
統
領
訪
日
に
係
る
経
費
の
う
ち
政
府
の
負
担
に
よ
ら
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と

し
て
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

一
の
５
に
つ
い
て 

 
 

一
の
１
、
３
及
び
４
並
び
に
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
国
賓
と
し
て
来
日
し
た
ト
ラ
ン
プ
米
国
大

統
領
（
当
時
）
に
対
し
て
儀
礼
を
尽
く
し
、
同
大
統
領
を
公
式
に
接
遇
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
公
費
か
ら
支
出

す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


